
船舶事故等調査報告書 

平成２６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第６７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年６月２８日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市印通寺
い ん ど う じ

港 

 印通寺港沖防波堤灯台から真方位０４８°５１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４４.４′ 東経１２９°４５.５′） 

事故等調査の経過  平成２６年６月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 正漁
せいりょう

丸、１.８７トン 

 ＮＳ３－７４１９３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼及びプロペラ軸が曲損、舵板が曲損、船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか漁のために印通寺港内の係留

場所を発して、手動操舵によって港内を微速で南進中、平成２６年６

月２８日０３時０５分ごろ、船長が、機関室方向からの異音を聞いた

ので、機関を中立にし、機関室扉を開けて点検していたところ、０３

時３０分ごろ、港内の小
こ

島
じま

南岸の干出岩に乗り揚げた。 

船長は、満潮を待って離礁を試みることとし、機関を停止して錨を

入れ、集魚灯を点灯し、僚船に移乗して係留場所へ避難した。 

壱岐海上保安署職員は、０３時５０分ごろ、無人で乗り揚がった本

船を発見し、船体流出を防止するため、来援した巡視船の乗組員と共

に、ロープで本船を付近の岩に固定した。 

本船は、船長が帰船したのち、０７時２０分ごろ、巡視船の搭載艇

にえい
．．

航されて離礁し、自力航行により帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北～北北西、風力 １～３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約０.７～０.９ｍ 

日出時刻：０５時１２分 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

船長は、船体流出の可能性を懸念し、他船が視認しやすくするため

に集魚灯を点灯して避難したが、海上保安庁へ通報しなかった。 

本船は、本事故後、機関整備業者が点検したところ、機関に異常を

認めなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

あり 

 本船は、印通寺港において漂泊し、船長が機関室の点検中、圧流さ

れたことから、小島南岸の干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、印通寺港において漂泊し、船長が機関室

の点検中、圧流されたため、小島南岸の干出岩に乗り揚げたことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関室の点検を行う際は、安全な場所に錨泊して行うこと。 

 ・事故発生時は、直ちに海上保安庁へ連絡すること。 

 


